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厚生労働省からの通知により、「国民健康保険組合の被保険者に係る地方税法の  

規定による市町村民税の課税標準額の調査」を実施することとなりました。  

  この調査は、所得調査と呼ばれ、国民健康保険組合に対する国庫補助額の算定の 

ための基礎資料となるものです。調査対象は全組合員ではなく、抽出された組合員と  

その家族です。（厚生労働省の定める一定の抽出方法で、熊本県により抽出されます。） 

７月初旬に、対象の組合員様宛に文書にてお知らせいたします。ご理解とご協力の程

よろしくお願い申し上げます。 
 

 

 

 

平成２６年４月より保険料が変わりました！ 
 

●医療分保険料 

                 所得割額 
                        社保・国保の前年診療報酬に１，０００分の４を賦課       

※最高限度額 40 万円 

均等割額は変更なし 

ただし、申請により減額される額が変更されます。 

 

均等割額 

                  ８，５００円       ７，０００円 
        新                   旧  

 

  均等割額 

１１，５００円       ９，５００円 
        新                   旧  

 

 

甲種組合員  

乙種組合員  

乙種組合員 

（勤務医） 

保険料の変更 



 

●後期高齢者支援金分保険料※ 

      全ての保険者      ３，４００円        ３，２００円 

     （0 歳以上 75 歳未満）            新                   旧  

 

 

●介護保険料                   

     第２号被保険者      ３，６００円        ３，４００円 

     （４０歳以上６５歳未満）            新                    旧  

 

 

保険料の月額 
 

 
内     訳 

月 額  介  護 
（  医 療 給 付 分 ＋ 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 ＋ 介 護  ） 種 別 

保険料 

23,000
あり 所得割額+16,000 + 3,400 + 3,600 

+ 所得割額
甲種組合員 

19,400
なし 所得割額+16,000 + 3,400 

+ 所得割額

15,500あり 08,500 + 3,400 + 3,600 
乙種組合員 

11,900なし 08,500 + 3,400  

18,500あり 11,500 + 3,400 + 3,600 
勤 務 医 

14,900なし 11,500 + 3,400  

11,000あり 04,000 + 3,400 + 3,600 
甲乙種家族 

7,400なし 04,000 + 3,400 

 

■当月分の保険料は、当月の２４日に引き落としとなります。 
（２４日が土・日・祝日の場合は翌営業日） 

■保険料の明細書は、月末の発送物に同封いたします。 
 

 

 

 

 

喪失の場合は、喪失届けと一緒に必ず被保険者証をご返却ください。 

資格を喪失（退職等）された時点で被保険者証は使用できません。 

(喪失後受診など医療機関とのトラブルが起こっています。) 

資格喪失後、組合の保険証を使って医療機関で受診された場合は、 

組合が負担した医療費（年齢により７～９割）を返還していただきます。 
 



 
 

出産育児一時金の申請 

妊娠・出産は病気とみなされないので、正常な分娩の場合は健診費用や分娩費用等は全て

自費扱いになります。高額となる出産費用の一部をまかなうのが「出産育児一時金」です。 

 

 組合に加入している人が出産した場合、１児につき４２万円※が支給されます。 
（妊娠８５日以上であれば、生産、死産、流産の別は問いません） 

 

※ 産科医療補償制度に加入している分娩機関でお産をした場合。それ以外の場合は３９万円 

 
申請方法 

 
① 原則、直接病院と「合意文書」を交わしていただきます 

 

 原則として、組合員の方が直接病院と「合意文書」を交わしていただくことで、 

当組合から直接病院等に出産育児一時金等が支払われます※（直接支払制度といいます）。 

 

※ 直接支払制度を希望されない場合は出産後に組合員に支払う制度をご利用頂くことも可能です。 

その場合、一旦全額を病院等にお支払い頂くことになります。 

 

 

② 差額分が生じた場合、当組合に申請ください 
 

 出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額未満であった場合には、 

その差額分は後日、組合員の方から当組合に請求することにより支給されます。 

 

 

 支払いの流れ 
  

  例）出産費用に４０万円かかった場合  

 

 

 
組 合 ②出産育児一時金を病院へ支払い  

 

 

40 万円 ④差額分を支給  
③差額分の支給申請  2 万円 

 

 

 ①合意文書を交わす 
 

病 院  

 

 

 

 



 
 

限度額適用認定証の交付 

  70歳未満の人と70歳以上の非課税世帯の人が、入院や手術などで医療費が高額になりそうな時に、

事前に組合で認定証の交付を受けて、保険証と一緒に医療機関等に提示することで、１ヶ月の 

保険内診療の一部負担額が自己負担限度額までに軽減され、ご用意いただく金額が少なくてすみます。 

※ 認定証の交付には申請が必要です。 
 

 

認定証を １ 提示する場合と ２ 提示しない場合の一部負担額の比較 

 

 例） １ヶ月の医療費が１００万円（所得区分：一般、窓口負担割合３割） 

 

 

 １  提示する場合 一部負担額は ８７，４３０円  

 

 ※計算方法は、下記の式で計算します。 

   ８０，１００円＋（１，０００，０００円－２６７，０００円）×１％＝８７，４３０円 

 

所得区分 自己負担限度額 過去１年間の適用が４回

以上になるときは、４回目

以降の自己負担限度額が

減額されます。 

上位所得者 １５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％ 

一般 ８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％ 

低所得者 ３５，４００円 

 

 

 ２ 提示しない場合 一部負担額は ３００，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高額療養費に該当すると思われる方には、入院・外来されてから約２ヶ月後に組合より 

申請書を送付いたします。 

 
 

                                        

                                   Tel 096-343-0419   Fax 096-343-0421 
熊本県歯科医師国民健康保険組合      〒860-0863 熊本市中央区坪井 2丁目 4番 15 号 

一部負担金 ３０万円

自己負担限度額 ８７，４３０円 ２１２，５７０円 

認定証を提示しない場合は、医療機関等の窓口で 提示する場合の一部負担額 

高額療養費３００，０００円を支払い、当組合に ※

の申請をすると、２１２，５７０円が払い戻されます。 


